
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税の申告が必要な人                  

Ｑ：相続税の取扱いが改正になり、申告対

象者が増えるとのことですが、財産がいくら

だったら相続税がかかるのですか？                             

                                              

Ａ：基礎控除を超えた場合は、原則、相続

税がかかります。また、相続税がかからなく

ても申告しなければならない場合があります

ので、注意してください。 

【解説】 

相続税は、個人が被相続人(亡くなった人)

から相続や遺贈によって財産を取得した場合

に、課される税金です。 

申告は、相続財産から債務と葬式費用を差

し引いた額が、次の基礎控除額を超える場合

に必要になります。申告期限は、被相続人の

亡くなった日の翌日から10か月以内、提出先

は被相続人の住所地を所轄する税務署です。 

基礎控除額＝3,000万円＋(600万円×法定

相続人の数) 

※「法定相続人の数」は、相続人のうち相続

の放棄をした人があっても、その放棄がなか

ったものとした場合の相続人の数をいい、養

子がいる場合は、実子がいるときは１人(いな

いときは２人)を法定相続人の数に含めます。 

なお、相続税を計算する場合に①配偶者に

対する税額軽減(1億6,000万円か法定相続分

相当額までは相続税がかからない)や小規模

宅地等の特例(事業用又は居住用宅地等に一

定割合の減額が認められる)を適用すると税

額がゼロになる場合がありますが、これらの

適用は遺産分割が確定していることと申告が

要件となっていますので注意してください。 
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